
令和８年度

特定健康診査を医療機関で受ける場合、医療機関に直接お問い合わせの上、申し込みしてください。
※特定健康診査は三重県内の実施医療機関で受診できます。松阪管内の医療機関については、下記の一覧表でご確認ください。
※松阪管内の医療機関のみ期間延長となります。松阪管内以外の医療機関で受診される場合は令和８年11月30日までに受診してください。

松阪管内の特定健康診査実施機関において
「令和９年1月31日」まで
健康診査を受けることができます。

※受診券の有効期限は
「令和８年11月30日」までとなっており
ますが、同封の受診券をそのままご利用
いただけます。


